
【制度概要】 

 災害救助法に基づく応急修理制度は、大雨により一定の被害（大規模半壊、中規模半

壊、半壊または準半壊）を受けた世帯に対して、被災した住宅の屋根、居室、台所、 

トイレ等日常生活に必要な最小限度の部分を、応急的に市が修理するものです。 

 ※エアコン等の家電製品の修理は対象とはなりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【対象者】 

 対 象 者：被害を受けた住宅がり災証明書で、「大規模半壊」 

「中規模半壊」「半壊」「準半壊」の被害認定を受けた世帯。 

     （「全壊」の場合は原則対象外ですが、修理により居住が可能となる場合に 

は、対象となる場合があります。） 

 

【費用の限度額】（１世帯あたり） 

    大規模半壊、中規模半壊、半壊：７１７，０００円以内 

               準半壊：３４８，０００円以内 

               ※費用は市町村から、直接修理業者に支払われます。 

               ※限度額を超える部分は、自己負担となります。 

 

 

 

 

 

【令和６年７月２５日からの大雨にかかる災害】 

災害救助法に基づく被災住宅の応急修理制度について【概要】 

（日常生活に必要な最小限度の部分） 
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【手続き】 

① り災証明書をお受け取り下さい。 

  ※ご自宅の修理箇所のうち、制度の対象となる部分等について確認してください。 

①’修理業者に連絡いただき、修理見積書をもらって下さい。 

② 申込書等を作成いただき、市町村へ提出して下さい。 

③ 申込書等の審査で適当と認められた場合、市町村から工事実施の連絡があります。 

③’自己負担分の修理については、別途契約をお願いします。 

 

 
応急修理の手続きフロー図 



【必要書類】 

①住宅の応急修理申込書（様式第１号） 

②資力に関する申出書（様式第２号） 

③修理見積書（様式第３号） 

④り災証明書（コピー） 

⑤修理前の被害状況が分かる写真（修理箇所） 

⑦住宅の被害状況に関する申出書（住宅の応急修理に関する参考書類） 

⑧住宅の応急修理チェックリスト 

⑨その他必要に応じ添付する書類 

 

【制度利用にあたっての主な注意点】 

 

①制度について 

 ・本制度は、日常生活に不可欠な部分の応急的な修理のみを対象にしており、被害等

を補償するものではないため、対象外の部分の修理については、ご自身の負担とな

ります。 

 

②修理箇所等について 

 ・居室、台所、トイレ等の日常生活に不可欠な部分が対象です。（仏間、床の間は不可） 

・給湯器は対象となりますが、エアコンの室外機などの家電製品の修理は対象外です。 

 ・建具（玄関扉、戸、サッシ等）や設備（キッチン、トイレ、浴槽、給湯器）等のグレー

ドアップは対象となりません。 

 ・床と併せて畳などの修理を行う場合は対象となりますが、畳だけの交換は対象となりま

せん。 

 ※修理の対象部分の詳細については、防災課へご確認ください。 

 

③修理代金の支払について 

 ・本制度は、市町村が修理業者に工事費を支払う制度です。 

・個人が修理費用を修理業者に支払ってしまうと、制度は利用できなくなるため、ご

注意下さい。 

 

④写真の撮影について 

・本制度を活用するにあたっては、修理を行う箇所について被害状況が分かるように

写真を撮影する必要があります。 

 ・また、工事の修理中、修理後の写真も必須となります。必ず、修理業者に撮影を依

頼してください。 



 


